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例
月
給
・
一
時
金
に
つ
い
て
は

勧
告
通
り
、
研
究
職
給
料
表
に

つ
い
て
は
一
部
押
し
返
し
た

都
労
連
・
都
庁
職
は
、
１５
日
０
時
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
止
し
、
各
支

部
の
実
情
に
合
わ
せ
た
職
場
報
告
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

首
都
圏
の
生
活
実
態
を
無

視
し
た
勧
告

し
か
し
、
人
事
委
員
会
は
、
例

年
よ
り
大
幅
に
遅
れ
た
１０
月
２８

日
、
７
年
連
続
の
月
例
給
マ
イ
ナ

ス
や
、
研
究
職
給
料
表
廃
止
、「
人

事
制
度
及
び
勤
務
環
境
等
に
関
す

る
報
告
」
と
い
う
大
部
の
「
意
見
」

を
含
む
、
国
追
従
の
大
変
不
当
な

勧
告
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
当
局
は
、
都
労
連
要

求
に
対
し
て
ま
っ
た
く
応
え
る
こ

と
な
く
、
１１
月
６
日
に
は
研
究
職

給
料
表
の
廃
止
提
案
を
、
翌
７
日

に
は
、「
こ
れ
か
ら
の
人
事
制
度
の

基
本
的
方
向
」
の
説
明
を
行
い
、

更
に
「
基
本
的
方
向
」
に
沿
っ
た

人
事
制
度
の
見
直
し
を
提
案
さ
せ

ろ
と
い
う
、
不
当
な
交
渉
態
度
に

終
始
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
都
労
連
は
、

不
当
な
提
案
は
拒
否
す
る
姿
勢

渋
の
選
択
と
し
な
が
ら
も
、
人
事

制
度
に
つ
い
て
当
局
の
一
方
的

な
提
案
を
最
後
ま
で
さ
せ
な
か

っ
た
こ
と
、
現
業
職
員
の
人
事

制
度
改
善
問
題
の
解
決
や
高
年

齢
者
雇
用
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
、
今
後
に
向
け
て
一
定
の
足
が

か
り
を
作
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
自

主
解
決
を
目
指
す
立
場
か
ら
、

１５
日
０
時
の
単
組
代
表
者
会
議

で
ス
ト
ラ
イ
キ
の
中
止
を
決
定

し
ま
し
た
。

都
庁
職
は
、
都
労
連
２
０
１
１

賃
金
確
定
闘
争
の
中
心
と
な
っ

て
、
他
の
５
単
組
と
共
に
早
朝
宣

伝
行
動
、
ス
テ
ッ
カ
ー
闘
争
、
第

６
波
に
わ
た
る
総
決
起
集
会
を

積
極
的
に
取
り
組
み
、
独
自
の
総

務
局
要
請
行
動
等
を
展
開
し
て

き
ま
し
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
批
准
投

票
で
は
、
高
率
の
８１
．
３８
％
を

勝
ち
取
り
、
組
織
の
総
力
を
挙
げ

て
闘
い
抜
く
闘
争
体
制
を
構
築

し
て
き
ま
し
た
。

都
庁
職
は
研
究
職
給
料
表

の
存
置
の
た
め
当
局
要
請

実
施

特
に
、
人
事
委
員
会
で
研
究
職
給

料
表
の
廃
止
が
勧
告
さ
れ
た
問

題
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
部
（
都

市
整
備
環
境
支
部
、
経
済
支
部
、

病
院
支
部
、
衛
生
局
支
部
）
の
要

で
臨
み
、
交
渉
は
こ
う
着
状
態
に

な
り
ま
し
た
。
１１
月
１３
日
以
降
、

単
組
書
記
長
要
請
・
単
組
委
員
長

要
請
を
行
い
、
交
渉
状
況
の
打
開

を
図
り
、
１１
月
１４
日
の
２０
時
３０

分
か
ら
都
労
連
委
員
長
と
副
知

事
の
会
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

研
究
職
給
料
表
は
切
替
前

の
水
準
を
確
保

そ
の
結
果
、
人
事
委
員
会
勧
告

に
よ
る
例
月
給
の
引
下
げ
や
、
メ

ー
デ
ー
職
免
廃
止
に
つ
い
て
は

苦
渋
の
選
択
と
し
な
が
ら
も
、
人

事
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
今

後
改
め
て
協
議
す
る
こ
と
や
、
都

労
連
が
強
く
要
求
し
て
き
た
現

業
系
職
員
の
人
事
制
度
改
善
・
職

設
置
の
あ
り
方
も
つ
い
て
も
協

議
内
容
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ

と
等
を
確
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、

都
庁
職
課
題
で
も
あ
る
研
究
職

給
料
表
に
つ
い
て
は
、
１
・
２
級

の
調
整
額
を
当
初
提
案
よ
り
増

額
し
、
給
料
表
切
替
時
の
時
点
で

は
、
切
替
前
を
下
回
ら
な
い
水
準

ま
で
回
復
さ
せ
ま
し
た
。

人
事
制
度
に
つ
い
て
は
引

き
続
き
協
議

都
労
連
と
し
て
は
、
人
勧
の
壁
を

破
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
メ
ー
デ

ー
職
免
廃
止
等
に
つ
い
て
は
苦

請
を
受
け
、
ま
た
、
各
支
部
に
対

し
て
緊
急
の
実
態
調
査
を
行
い
、

当
局
要
請
を
ま
と
め
ま
し
た
。

１１
月
１０
日
の
、
都
庁
職
執
行
部

に
よ
る
要
請
で
は
、
人
事
委
員
会

勧
告
や
「
こ
れ
か
ら
の
人
事
制
度

の
基
本
的
方
向
」
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
と
と
も
に
、
研
究
職
給
料

表
の
問
題
に
つ
い
て
、
研
究
職
の

専
門
性
を
否
定
し
た
か
の
よ
う
な

提
案
に
対
す
る
現
場
の
怒
り
や
不

安
を
伝
え
、
ま
た
調
整
額
の
支
給

に
よ
っ
て
、
全
て
の
職
員
の
不
利

益
が
補
填
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
を

追
及
し
ま
し
た
。

労
使
交
渉
に
よ
る
自
主
決

着
の
堅
持

最
終
段
階
で
の
都
労
連
委
員
長

と
副
知
事
会
談
の
結
果
、
研
究
職

給
料
表
に
つ
い
て
は
当
局
提
案
を

一
部
押
し
返
し
、
人
事
制
度
に
つ

い
て
は
当
局
に
不
当
な
提
案
を
さ

せ
ず
、
未
来
に
向
け
て
一
歩
を
踏

み
出
す
内
容
を
勝
ち
取
り
ま
し
た

が
、
そ
の
一
方
で
苦
渋
の
選
択
を

含
む
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
労
使
交
渉
に
よ
る

自
主
決
着
を
図
る
立
場
と
し
て
、

都
庁
職
と
し
て
も
止
む
を
得
な
い

も
の
と
判
断
し
、
都
労
連
の
「
妥

結
合
意
」
の
判
断
を
受
け
入
れ
る

も
の
で
す
。

妥
結
に
あ
た
っ
て
都
庁
職
の

見
解
と
態
度

２
０
１
１
確
定
闘
争
は
、
国
家

公
務
員
の
賃
金
削
減
法
案
と
、
公

務
員
制
度
改
革
関
連
法
案
が
国
会

で
審
議
中
と
い
う
状
況
の
下
、
私

た
ち
東
京
都
職
員
の
賃
金
を
、
道

義
あ
る
要
求
と
労
使
交
渉
に
よ
っ

て
、
自
主
的
に
決
め
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
現
業
職
員
の
人
事
制
度

改
善
問
題
や
、
職
務
内
容
・
任
用

制
度
等
、
都
の
実
情
を
十
分
考
慮

し
た
61
歳
以
上
の
高
齢
期
の
働
き

方
に
つ
い
て
、
早
急
に
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

都
労
連
は
、
９
月
中
に
６
本
の

要
求
書
を
提
出
し
、
１０
月
に
は
勧

告
前
に
年
末
一
時
金
要
求
書
を
提

出
。
人
事
委
員
会
勧
告
と
は
関
係

な
く
、
自
主
的
な
労
使
交
渉
に
よ

る
決
着
を
求
め
ま
し
た
。



え い せ い

項 目 妥 結 内 容

２０１１年給

与改定

○ １０月２８日の都人事委員会勧告どおり、例月給の改定については、公民較差は▲９７９円、（▲

０．２４％）であるが、１級及び２級について、０．０％から０．４％の昇給カーブのフラット化

を行い、平均改定率を▲０．２％として実施する。

また、１級の初任給付近については据え置き、医師の医療職給料表（一）は改定なし。

○業務職給料表の作成方針については、勧告された行政職給料表（一）をベースに、引下げ幅を強め

る改定を実施する。

○ 本年４月からの公民較差相当分の解消するため、「所要の調整」を１２月期の期末手当において

実施する。

一時金 ○ 職員は「３．９５月」の据え置き（再任用も２．１０月の据え置き）。

メーデー職免 ○平成２３年１２月３１日で廃止。

研究職給料表

の廃止に伴う

見直し

給料表の調整額

○研究業務に係る給料の調整額について、給料表切替時における水準確保の観点から改めて金額を設

定

○１級１，６００円(当初の提案７００円)、２級１，７００円(１，４００円)

※３・４級は当初提案（３級２，１００円、４級２，８００円）どおり

（現給保障）

○研究職給料表の廃止に伴い、切替日における給料が、切替日の前日に受けていた給料を下回らない

ように現給を保障（再任用職員を除く）。

島しょ公署・

都外公署に動

務する新規採

用職員に対す

る地域手当の

特例措置にか

かる見直し

○異動の実情等を考慮し、支給年限を延長（３年まで⇒最大４年）

○実施時期：平成２４年４月１日以後に採用される職員から適用（ただし、実施時期の前日において、

新規採用職員に対する特例措置を受ける職員についても適用）

パワー・ハラス

メント対応【都

労連要求】

（事例研究）

○「事例研究結果について、準備が整い次第、速やかに提示」

（意見交換）

○「現行の人事制度検討会を活用し、労使で意見交換を実施」

メンタルへル

スケア

○「入都3年目の若手職員のみを対象としていたこころの健康診断と面接指導事業を本年度より拡充

し、全職員への「こころの健康度チェック」の配布及び積極的な面接利用の呼びかけを行うことで、

メンタルヘルス不全の未然防止を図る」

人事制度の抜

本見直し

○「『基本的方向』の具体化に向けて、協議すべき事項については早期に協議を開始」

○「諸要求、とりわけ要求の強い現業系職員の人事制度等に関しても、抜本見直しの中で、当局とし

て職設置のあり方を改めて検証」


